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◉個別接種を実施している市内医療機関（８月24日現在）

医療機関の名称

イーハトーブ病院 ささきクリニック 花巻中央眼科

石鳥谷医療センター さとう内科クリニック まきた内科ハートクリニック

石鳥谷駅前クリニック 循環器科・内科 大平医院 三浦医院

大迫地域診療センター すがさわ外科内科クリニック ゆうきクリニック

小原クリニック 須田内科医院 ゆかわ脳外科

おばら内科消化器内科クリニック 高木丘クリニック 東和病院

織笠内科医院 照井内科消化器科医院 宝陽病院

菊地内科クリニック とみつか脳神経外科クリニック 国立病院機構花巻病院

熊谷内科胃腸科医院 中舘内科クリニック 川嶋医院

恵ライフクリニック 西大通り耳鼻咽喉科医院 小瀬川皮膚科医院

齋藤整形外科クリニック はじめこどもクリニック たきの内科循環器科クリニック

さとう消化器科内科クリニック 藤巻胃腸科内科クリニック

＊�医療機関に直接連絡をしてもワクチン接種の予約はできませんので注意してください

◈ワクチン接種後も基本的な感染防止対策を

する効果は100㌫ではありません。

　このため、
▲

密集・密接・密閉の回避

▲

マス

クの着用

▲
石けんによる手洗いや手指消毒の

励行ーなどの感染予防対策の継続をお願いし

ます。

　新型コロナワクチンは、接種することで感

染症の発症を予防する効果が高く、また、重

症化を予防する効果が期待されています。

　しかし、免疫ができるまでに接種後１～２

週間程度かかり、免疫がついても発症を予防

ファクスやメールは、聴覚に障がいがある人のために設置しています

新型コロナワクチン接種に関する相談窓口

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

毎日、午前９時～午後９時

☎0120-761-770 思03-3581-6251 ✉corona-2020@mhlw.go.jp

ワクチン接種全般に関する問い合わせ

■ファイザー新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル〔市使用ワクチン〕

☎0120-146-744
月～土曜日（祝日除く）、午前９時～午後８時

ファイザー社製ワクチンの安全性などに関する問い合わせ

■花巻市新型コロナワクチン接種コールセンター

毎日、午前８時30分～午後５時15分

☎0120-383-225 思0198-41-3606 ✉corona@city.hanamaki.iwate.jp
市の準備状況や今後の予定などに関する問い合わせ、ワクチン接種の予約

■COVID-19 ワクチンモデルナ専用ダイヤル〔県使用ワクチン〕

☎0120-793-056
月～金曜日（祝日除く）、午前９時～午後５時30分 

モデルナ社製ワクチンの安全性などに関する問い合わせ

◈ワクチン接種による健康被害が起きた場合の「予防接種健康被害救済制度」

被害を認定した場合は、医療費などの給付を

受けることができます。

　詳しくは、新型コロナウイルス感染症ワク

チン接種対策室（☎41-3605）へお問い合わせ

ください。

　「予防接種健康被害救済制度」は、ワクチン

を接種したことで病気になったり、障がいが

残ったりするなどの健康被害を受けた人を対

象に、予防接種法に基づく救済を行う制度で

す。厚生労働大臣がワクチン接種による健康
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事業者向けの地代・家賃補助を
継続して実施しています

❖提出書類

　 ▼交付申請書 ▼前金払請求書 ▼家賃金額が

確認できる書類（賃貸借契約書の写しなど） ▼

令和３年７月～９月のいずれかひと月の売り

上げが確認できる書類 ▼口座通帳の写し ▼家

賃（令和３年７月～９月）の支払い状況が確認

できる書類（通帳の写しなど）の写しーのほ

か、次の書類

◦��個人事業主の場合

�　� ▼令和２年分所得税確定申告書第一表の写

しまたは令和３年度市民税・県民税申告書

の写し ▼令和元年７月～９月または令和２

年７月～９月の売り上げを確認できる書類

（白色申告者…令和元年分または令和２年

分の収支内訳書および売上台帳など、青色

申告者…所得税青色申告決算書の写し）

※創業から２年以内の事業者は開業届が必要

◦法人事業主の場合

　� ▼直近の法人税確定申告書別表第一または

登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写

し ▼令和元年７月～９月または令和２年７

月～９月の売り上げを確認できる書類（法

人事業概況説明書の写し）

　市では、現在も感染症の影響が長期化しているため、売り上げが

減少している事業者を対象に、市独自の地代・家賃補助を継続して

実施。対象業種に「卸売業」を追加して支援します。

【問い合わせ】�本館商工労政課（緯41-3539）

❖提出方法[申請期間は９月１日～10月29日]

支所地域振興課

　▷�予約方法…本館商工労政課（☎41-3539）

または各総合支所地域振興課（大迫☎41-

3122、石鳥谷☎41-3442、東和☎41-6514）

に電話で予約

　▷予約開始日…８月30日（月）

◦郵送の場合

　�▷��郵送先…本館商工労政課（〒025-8601�花

城町9-30）

◦持参の場合（完全予約制）

　▷受付時間…午前９時～午後４時

　▷�受付場所…本館商工労政課または各総合

９月１日から

受付開始

■補助率　月額賃料の２分の１

■上限額　最大30万円（月額10万円）　

■�補助対象経費　地代・家賃（共益費、管理費

含む）

■�対象　市内に本社または本店を有する中小

法人もしくは市内に事業所を有する個人事

業者で、市が定める対象業種に該当する事

業者

■�要件　令和３年７月～９月の間のいずれか

ひと月の売り上げが前年同月または前々年

同月に比べ30㌫以上減少している事業者

※�創業から２年以内の事業者は、創業から申

請月までのいずれかひと月の売り上げを直

近の月の売り上げと比較することが可能

■�補助対象期間　令和３年７月～９月の３カ

月間
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＊�対象業種の一覧は、市

ホームページに掲載して

います

❖制度内容

売上が前年または前々年同月比30㌫以上減少

地代・家賃が月額７万円（税抜）の場合

７万円×補助率1/2×３か月＝　10万５千円

[補助額の算定例]　　　　　　（単位：万円）
区分 ７月 ８月 ９月

元年売上 100 100 90
２年売上 75 50 90

３年売上 50 70

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


